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1 － 6　団 長 所 感

（1）全　般

ヴィエトナム国滞在中に調査のカウンターパートであるVINAMARINE との協議、南部港

湾現地での関係機関との協議及び現地視察を通じて、以下の点を再確認した。

①　南部ヴィエトナムの現存港湾（ホーチミン市の港湾）の能力が限界に近づいており、さ

らに河川港の宿命として大型船の入港が不可能なことから、チーバイ川流域又はバリア

ブンタウ地区での大水深港の必要性が高いこと。

②　港湾の管理形態が輻輳しており、二重投資のおそれもあること等から、近隣港湾の一

体的な管理を含む港湾管理形態に関する政策の提言が必要なこと。

③　北部（ハイフォン港、カイラン港）及び中部港（ダナン港）での港湾分野における日本

の技術・経済協力は高く評価されており、南部港湾でも日本の協力が大きく期待されて

いること。

（2）本格調査での留意事項

調査内容を示す S ／W はヴィエトナム国側も完全に理解している。したがって、調査が港

湾管理に関する高度な政策事項から、河川の水深維持に関する技術的に高度な事項を含む大

規模な調査であることを除けば、S ／W の項目どおりに調査を進めれば、技術協力の目的を

十分に達することが可能と考える。

あえて調査の実施にあたっての留意事項を列挙すれば、以下のとおりである。

①　港湾の管理形態に関する検討にあたっては、日本のみならず、諸外国の港湾管理制度

の例についても研究し、複数の代替案を作成したうえで、ヴィエトナム国側と十分協議

すべきであること。

②　短期計画の優先プロジェクトを選択する段階では、開発空間のあるチーバイ川沿いの

「フーミー地区」、「カイメップ地区」及びブンタウの「ベンディンサオマイ地区」の大水深

開発に関する技術的、経済的な利害得失を十分に整理したうえで、ヴィエトナム国側と

十分協議すべきであること。（なお、F ／ S の対象地区は前 2 者から選択される。）

③　ホーチミン市を中心に検討されているサイゴン川沿いの港湾の移転構想については、日

本の港湾再開発の事例を参考にきめ細かな提言を行うこと。

④　調査実施にあたっては、関係機関の様々な意見を集約することが必要であるが、事前

調査団にも要求があったカントー港に対する調査実施など S ／W の範囲外の業務に対し

ては、これを明確に拒否すること。

⑤　S ／W 及びM ／M 締結後、運輸省ティエン次官より予想される円借款要請のタイミン
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グを勘案して、チーバイ川沿いのプロジェクトの F ／ S を 15 か月程度で終了するよう要

請があった。このため、必要に応じて JBIC 等との打合せを踏まえ、F ／ S の概略の結果

を 15 か月目ごろに提示できるよう工夫を行うことがあり得ること。

1 － 7　協議概要及び合意事項

●「Ⅳ. SCOPE OF THE STUDY」 1.（2）及び2.（2）において、既存の調査等をレビューする点、

また需要予測等においてこれまでの調査を踏まえる点等について、同国運輸交通開発戦略調

査に基づくことが重要であるとの協議結果を反映し、同調査を関連調査の主なものとして明

示した。

● F ／ S の対象地域については、先方の意向としてチーバイ川沿いを行ってほしいとの要望が

あった。国内での対処方針会議においては、F ／ S の対象については、先方の意向を確認し、

明確にすべきとの議論があった。この点について協議した結果、チーバイ川沿いを対象とす

ることで合意した。なお、当方原案の Phu My area とはチーバイ川沿いの一地域を指してお

り、F ／ S の対象を細かく限定してしまうため、先方の現段階ではそこまでの限定は不要と

の意見に事前調査団も同意し、削除することとした。

（以上、別添 S ／W 参照）

●また、その他の合意事項については以下のとおり。（別添M ／M 参照）

・本格調査の開始時期については、2001 年 3 月に開始することを予定することとした。

・ステアリングコミッティについては、MOT 次官を議長とし、本格調査の開始までにステア

リングコミッティメンバーを選定し、MOT が調整を行い、その設置がなされることが合意

された。

・IT ／ R（1）、IT（2）及び DF ／ R の提出時において、セミナーを実施することが合意され

た。

・MOT は本格調査開始までに本格調査の関連分野のカウンターパートを決定しておくことが

合意された。

・カウンターパート研修について、MOT 側から要望があり、事前調査団はその実現を図るこ

とができるよう、JICA 本部へ伝えることとした。

・IT ／ R（1）、IT（2）、DF ／ R 及び F ／ R については、その要約編をヴィエトナム語にて作

成することがMOT より要望としてあり、事前調査団はその旨を JICA 本部へ伝えることと

した。また、ファイナルレポートについては、「公開」とすることが合意された。

・本格調査団のオフィスについては、MOT より提供が困難であるとの説明があり、事前調査

団はその旨を JICA 本部へ伝えることとした。
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第 2 章　ヴィエトナム国の概要

2 － 1　ヴィエトナム国の概要

2 － 1 － 1　地理・気候・風土

ヴィエトナム国は、インドシナ半島の東部に位置し、南北に 1,650km の長い海岸線を有して

いる。国土面積は約 33 万 km2（日本の 90％）で、全体の 75％は山岳地帯。北部は中国と、西部

はラオス及びカンボディアと国境を接している。

ヴィエトナム国は、地形的・社会的・経済的に、北部・中部・南部の 3 つの地域に大別できる。

北部は、首都ハノイが広大な紅河デルタの中心部に位置して政治の中心地であるとともに、工

業が盛んである。中部は、天然の良港を有するダナン、観光都市フエを中心に、山岳が迫り中

小河川の作る平野部と海岸線に沿って民家が散在している。南部は、メコンデルタで占められ

た肥沃な農耕地平野部で、経済の中心都市であるホーチミン（サイゴン）は、古くからインドシ

ナの貿易・経済の中心都市としての役割を果たしている。

気候は、北部の内陸部は冷涼気候、北部から中部にかけた内陸部は湿潤な亜熱帯気候、南部

及び海岸部全域は熱帯気候である。

また、総人口は、1998 年現在で、7,550 万人であり、その多くは農村地帯に居住する。

2 － 1 － 2　第 2 次世界大戦後の歴史

ヴィエトナム国は、1945 年の第 2 次世界大戦終了を契機に「ベトナム民主共和国」として独

立を宣言。その後、8 年間に及ぶインドシナ戦争が続き、1954 年、ディエンビエンフーの戦い

でベトナムが勝利し、ジュネーブ休戦協定により 17 度線を境とした南北分断が行われた。以後、

北には社会主義政権が、南には民主主義政権が成立した。しかし、この体制は長続きせず、1960

年からヴィエトナム戦争が勃発し、1965 年から米軍の直接介入により長期化・泥沼化したが、

1975 年のサイゴン陥落・米軍撤退により北側の勝利に終わり、1976 年に南北統一のヴィエトナ

ム社会主義共和国が成立した。
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2 － 2　ヴィエトナム国の運輸事情

2 － 2 － 1　運輸事情

ヴィエトナム国の交通セクターには、道路・鉄道・内陸水運・沿岸及び外洋海運・空運の各

種のモードがそろっている。1990 年代、交通セクターは相当の成長を遂げ、都市間交通では1992

年～ 1999 年の間に、旅客輸送量が 2.1 倍、貨物輸送量が 2.9 倍になった。この原因は、1990 年

代の交通インフラの整備によるものが大きく、部分的には規制緩和の効果もある。通常の改革

に加え、交通セクターでは、商業化が大きく進展するとともに、道路・鉄道・内陸水運による

コンテナ輸送、保税輸送、内陸コンテナデポ、沿岸海運における定期航路、ラオス関連トラン

ジット輸送等の新しい輸送サービスが出現した。

2 － 2 － 2　交通インフラの整備状況

交通インフラへの投資は、都市交通・農村交通を含め、既存施設のリハビリと改良に重点を

置いて、現在も続けられている。42 の主要交通プロジェクトが進行中又は政府に了承されてお

り、そのほとんどが 2003 年までに完了する予定である。その総額は 57 億ドルに及び、内訳は、

道路が 72％、航空が 12％、港湾が 6％、鉄道が 2％、内陸水運が 2％、農村交通が 3％、都市交

通が 3％である。

しかし、現在のところ、まだヴィエトナム国の交通インフラとサービスの水準は低く、直ち

に改良を要する分野が数多く存在する。交通インフラは、多くの地域で急増する交通需要に対

応できていないうえに、交通サービスにかかわる制度や規制の仕組みは、競争的市場のなかで

人と物を円滑に輸送するために、更に改良を要する。ヴィエトナム国政府や国際援助機関の関

心は、持続可能な交通インフラの維持管理システムの構築、自主財源の拡大、運営管理能力の

強化、地域間及びモード間の投資の均衡、民間セクターの参加、国営企業等制度の改善、交通

インフラとその管理方式の近代化等、交通セクター開発をいかに効果的に進めるかに向いてい

る。
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2 － 2 － 3　運輸行政

ヴィエトナム国の運輸行政は、道路、鉄道、港湾、海運を交通運輸省（Ministry of Transport）

が管轄し、航空を政府直属機関の 1 つであるヴィエトナム民間航空総局が管轄している。交通

運輸省には、道路、鉄道、港湾、海運、内陸水運の各分野について国全体を管轄する総局（State

Administration）と、計画・投資、人事・労働等官房機能を有する 8 つの内部部局（Assistant

to the Minister）のほか、建設プロジェクトの品質管理を担当する部局、研究所・大学、学校、

各種国営企業、地方政府の運輸部局がある。

2 － 3　ヴィエトナム国の港湾事情

2 － 3 － 1　港湾分布

ヴィエトナム国は、約 3,260km に及ぶ海岸線と、紅河デルタ、メコンデルタを中心に約 1 万

1,400km にも及ぶ船舶航行可能な河川・運河を有しており、こうした海岸線や河川・運河筋に

多くの海港、河川港が立地している。大きく分類して地域ごとに 8 つの港湾群があり、北部・

中部・南部それぞれの地域において、物流のコンテナ化及び船舶の大型化に対応した港湾施設

の重点的な整備が進められている。

2 － 3 － 2　港湾行政組織・管理運営体制

一般的な港湾の管理主体は、基本的には交通運輸省の管轄の下、様々な機関が担当している。

主要な港湾は、政府直属の国営企業であるビナライン（VINALINES ： Vietnam National Ship-

ping Lines）若しくは交通運輸省の内部部局であるビナマリン（海運総局 ： VINAMARINE ：

Vietnam National Maritime Bureau）が管理しているが、その区分は必ずしも明確ではない。な

お、ビナラインが管理する港湾は、クァンニン港（カイラン港含む）、ハイフォン港、ダナン港、

サイゴン港、カントー港の 5 港であるが、この 5 港で国内のコンテナ貨物の約 40％を荷役して

いる。

その他、地方政府や企業が管理する港湾が存在するとともに、石炭・石油・米・建材等の特定

貨物を専門に取り扱う港湾及び発電所に付属する港湾は交通運輸省以外の関係省が管理してお

り、軍港（平常時には施設の有効活用策として一般的な港湾と同様な経済活動が行われている）

は国防省が管理している。

また、水域施設に関しては、航路をビナマリンが一元的に維持・管理・運営し、泊地を各港湾

管理主体が維持・管理している。
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2 － 3 － 3　港湾計画・整備制度

ヴィエトナム国の運輸交通全般の開発戦略として、2000 年 6 月に、JICA、ヴィエトナム国交

通運輸省（MOT）及び交通開発戦略研究所（TEDI）により、「ヴィエトナム国運輸交通開発戦略

調査（VITRANSS）」の最終報告書が取りまとめられた。VITRANSS では、2020 年を目標年次

とする交通セクターの長期開発戦略、2010 年を目標年次とする全国交通開発マスタープラン、マ

スタープランに基づく 2005 年を目標年次とする短期投資プログラムが策定されており、そのな

かで港湾・海運分野においても検討が行われている。

また、1999 年 10 月 12 日、ヴィエトナム国首相は、2010 年を目標年次とする越国港湾開発のマ

スタープラン（文書No.202）を承認した。このマスタープランでは、国全体の港湾における外貿

取扱貨物量を 2003 年に年間 1 万 600 万 t、2010 年では年間 200 万 t と推計しており、海外諸国か

らの開発援助及び民活等により、重点的なインフラ整備及び港湾サービスの向上をめざすことと

されている。

2 － 3 － 4　港湾の現状

ヴィエトナム国の主な港湾での取扱貨物量の現状は表 2 － 3 のとおり。
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